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三次調整力①の事前審査および
アセスメント等に関する検討の方向性について

第１６回需給調整市場検討小委員会
資料３

２０２０年１月２９日

需給調整市場検討小委員会 事務局



1本日の議題

出所）第５回需給調整市場検討小委員会（2018.7.31）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_05_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_05_haifu.html


2本日の議題

出所）第13回需給調整市場検討小委員会（2019.8.1）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_13_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_13_haifu.html


3

課題 これまでの整理事項 小委における論点 小委での議論における方向性

3-7 事前審査

＜三次②＞
 評価対象は「応動時間」「出力変化量」「継続時間」等と

し、測定間隔は5分とする

 許容範囲は応札を予定しているΔkWの±10%とする

 審査時の基準について、以下を事前に一般送配電事業
者に提出する。ただし基準の想定方法については、一般
送配電事業者が指定しないこととする
• 発電機では、発電計画を提出
• DSR等では、5分単位で、事前審査対象時間およびそ
の前の60分の想定値を提出

 過去データに基づく審査を実施する場合は以下のとおり
• 需給調整市場に参加する電源等は、商品要件に適合
することが確認できる書類を事前に提出する

• 提出された書類をもとに、属地の一般送配電事業者が
商品要件への適合について確認を行い、承認する

• 主な確認項目は、「応動時間」「出力変化量」「継続
時間」とする

• 需給調整市場に参加する電源等を保有する事業者が
提出する書類は、メーカー試験成績書等の第三者が
確認した書類を原則とする

 メーカー試験成績書等の提出が困難な場合には、標準パ
ターン化した実働試験を実施(標準パターンは今後検討)

＜三次①＞

 事前審査の考え方
・ 内容、方法、時期・頻度
・ 容量市場の事前審査
との関係

 アグリゲーターについて特に
取り決めておかなければい
けない項目の整理

＜一次～二次②＞

 事前審査の考え方
・ 内容、方法、時期・頻度
・ 容量市場の事前審査
との関係

 アグリゲーターについて特に
取り決めておかなければい
けない項目の整理

本日の議題



4本日の議題

課題 これまでの整理事項 小委における論点 小委での議論における方向性

3-9

リクワイアメントに
対するアセスメント
と実効性を確保す
るためのペナルティ

 調整力提供者がリクワイアメントを果たせたかどうか確認する
ことをアセスメントとする。

＜三次②のアセスメント＞

【アセスメントⅠ（ΔkWの供出可否の確認）】

 ΔkWの供出可否について確認する。詳細は以下の通り

• 発電機では、GC時点での発電計画を確認し、発電
可能上限値および発電計画値の差が落札可能量を
上回っていることを確認

• DSR等では、アグリゲーター単位ΔkW落札量が供出
可能量の内数にあることを確認

 精算時に全データを確認する

【アセスメントⅡ（応動実績の確認）】
 評価対象は、30分出力平均値の出力変化量とし、評

価間隔は30分とする

 許容範囲は落札されたΔkWの±10%とする

 アセスメント時の基準については以下の通り。ただし基準
の想定方法について、一般送配電事業者が指定しな
いこととする
• 発電機では、発電計画を提出
• DSR等では、30分単位でΔkW落札時間およびその
前の60分について、事前に一般送配電事業者に提
出

 将来的にはシステム化等により、データの全数確認を行
うことを検討していくこととし、当面はサンプルチェックとなる
こともある

＜三次①＞

 アセスメント・ペナルティ
について、今後検討が
必要

＜一次～二次②＞

 アセスメント・ペナルティ
について、今後検討が
必要



5本日の議題

課題 これまでの整理事項 小委における論点 小委での議論における方向性

3-9

リクワイアメントに
対するアセスメント
と実効性を確保す
るためのペナルティ

＜三次②のペナルティ＞

【金銭的ペナルティ（アセスメントⅠ）】

 ペナルティ対象はΔkWとする

 市場開設時点では電源Ⅰ´と同様に、1.5倍のペナル
ティ強度を設定することとし、実態に応じて今後見直すこ
ととする。

 具体的な算定式は以下の通り

報酬額 ＝ ΔkW落札額×（１－未達率×1.5）
未達率 ＝（ΔkW落札量-供出可能量）/ΔkW落札量

【金銭的ペナルティ（アセスメントⅡ）】

 ペナルティ対象はΔkWとし、アセスメントⅡが許容範囲
外にある場合、ペナルティ対象とする

 市場開設時点では電源Ⅰ´と同様に、1.5倍のペナル
ティ強度を設定することとし、実態に応じて今後見直すこ
ととする。

 具体的な算定式は以下の通り

アセスメントⅡが許容範囲内：
報酬額 ＝ アセスⅠ実施後の報酬額

アセスメントⅡが許容範囲外：
報酬額 ＝ ΔkW料金 × (-0.5)



6本日ご議論いただきたい内容

 2022年度の市場開設を予定している三次①に関する市場設計の詳細について、三次②と同様に一般送配電事業
者および参入事業者の準備期間等を考慮し、本年度中に整理することとして検討を進めている。

 今回、三次①に係る事前審査およびアセスメント等に関する方向性について、海外事例の調査結果等も踏まえ整理
したことから、本日はこれらの内容についてご議論いただきたい。



7

余白



8

1. 三次②の考え方の振り返り

2. 三次②との違いを踏まえた一次～三次①の事前審査および
アセスメントの考え方について

3. 一次～三次①の応動評価における基準値の考え方について

4. 複数商品のアセスメントに係る課題について

5. まとめ

目次



9

1. 三次②の考え方の振り返り

2. 三次②との違いを踏まえた一次～三次①の事前審査および
アセスメントの考え方について

3. 一次～三次①の応動評価における基準値の考え方について

4. 複数商品のアセスメントに係る課題について

5. まとめ

目次



10（参考）FIT特例制度における再エネ予測誤差

出所）第11回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2018.12.26）資料３
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_03_00.pdf

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_03_00.pdf


11（参考）三次②が対応する事象

出所）第11回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2018.12.26）資料３
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_03_00.pdf

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_03_00.pdf


12（参考）FITインバランス特例制度①に見直しの基本的方向性について

出所）第9回 電力・ガス基本政策小委員会（2018.5.18）資料６
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/009_06_00.pdf

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/009_06_00.pdf


13（参考）三次②の特徴を踏まえた事前審査およびアセスメントの検討の方向性

出所）第10回 需給調整市場検討小委員会（2018.3.28）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


14（参考）調整力型と供給力型の事前審査・アセスメントのイメージ

出所）第10回 需給調整市場検討小委員会（2018.3.28）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


15（参考）三次②の事前審査・アセスメントに関する評価方法の比較

出所）第10回 需給調整市場検討小委員会（2018.3.28）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


16（参考）指令値に追従した制御に関する基本的な考え方

出所）第9回ERAB検討会（2019.3.19）資料７
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/009_07_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/009_07_00.pdf


17（参考）三次②の事前審査・アセスメントに関する考え方

出所）第10回 需給調整市場検討小委員会（2018.3.28）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


18

1. 三次②の考え方の振り返り

2. 三次②との違いを踏まえた一次～三次①の事前審査および
アセスメントの考え方について

3. 一次～三次①の応動評価における基準値の考え方について

4. 複数商品のアセスメントに係る課題について

5. まとめ

目次



19一次～三次①が対応する事象

 調整力のうち、三次②は前々日～GCまでに生じる再エネ予測誤差に対応する商品であるが、一次～三次①はGC
以降に生じる予測誤差、時間内変動、電源脱落等、時々刻々と変動する周波数変動に対応するための商品となる。

 ただし、GC時点ではどの程度の誤差が発生するかあらかじめ把握できない。そのため、周波数を維持するためには、GC
後にどの程度誤差が発生しているかを継続的に確認し、一次～三次①に都度指令することでGC以降に生じる需給の
差異を一致させる必要がある。

一次から三次①の組み合わせ
で対応することとなる事象

出所）第11回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2018.12.26）資料3をもとに作成
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_03_00.pdf

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_03_00.pdf


20（参考）時々刻々と変化する電力需要

 GC以降に生じる需要変動は、時々刻々と変わり続けており、周期成分により長周期成分(サステンド分)、短周期成
分(フリンジ分)、極短周期成分(サイクリック分)に分類されている。

出所）第14回需給調整市場検討小委員会（2019.11.5）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html


21（参考）発電機の周波数制御機能

 現在も周期成分に応じた変動に対して、リソース毎の機能や特性を使い分け、それぞれに対してリアルタイムで指令を
発信し続けることで需給の差異を一致させている。今後は一次～三次①を使い分けていくことになる。

出所）第14回需給調整市場検討小委員会（2019.11.5）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html


22一次～三次①と三次②の違い（指令間隔と供出量の変化）

 三次②は、30分間隔で指令が発信され、30分コマ単位で供出が求められる調整力である。

 他方、一次～三次①は、都度発生した誤差を解消するために、短い間隔で指令を発信され続けており、都度その指
令値は異なる調整力である。

出所）第11回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2018.12.26）資料３
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_03_00.pdf

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/011_03_00.pdf


23（参考）一次～三次①と三次②の指令間隔の違い

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019.4.25）資料4-2-2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html


24一次～三次①の事前審査・アセスメントに関する考え方の整理について

 これまでの整理により、三次②と一次～三次①は以下の点で異なっている。

 三次②は前々日～GCまでに生じる再エネ予測誤差に対応する商品であり、GCまでの誤差に対応する調整力である
のに対し、一次～三次①はGC以降に生じる誤差に対応するための調整力である。

 三次②は30分毎に30分コマ単位での供出が求められることに対し、一次～三次①は、都度発生する誤差を一致さ
せる必要があることから、短い間隔で指令を発信し続け、都度異なる指令値に合わせた応動が求められる。

 このため、一次～三次①は、短い間隔で指令が出され、その指令値も都度変わるものであることから、指令時点からの
応動時間と応動量を指令と比較し、その詳細を確認しなければ、その応動を評価することができない。

 これらを踏まえると、三次②とはその特性が上記のように異なることから、一次～三次①の応動評価は、事前審査、アセ
スメントともに「調整力型」の考え方となり、指令に対する追従性を、より細かな粒度で確認する必要があるのではないか。

種別 応動 求められるもの 評価の考え方

調整力型

中給からの指令値に従って随
時出力を変化

今の需給状態※からの変化

※現時点の需要及び供給値

指令に対して追従できているかどうか

供給力型
あらかじめ策定した発電計画に
沿って自ら発動

計画通りの出力 あらかじめ策定した計画通りの動き
であるかどうか（30分単位の出力
平均値で評価）

【調整力型および供給力型の評価の考え方について】

出所）広域機関資料「需給調整市場において新たなリソースに期待すること」をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei_dsr.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei_dsr.html


25（参考）調整力型と供給力型の事前審査・アセスメントのイメージ

出所）第10回 需給調整市場検討小委員会（2018.3.28）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


26海外事例の調査結果を踏まえた一次～三次①の事前審査およびアセスメントに関する方向性

 一次～三次①に関する詳細検討にあたり、これらに相当する商品について、先行する海外市場における事前審査お
よびアセスメントに関する調査を行った。その結果は以下の通り。

多くの国において、秒～分単位の短い間隔で応動データを取得している。特に、一次の商品では、より細かい秒単位
のデータを取得して監視を行っている。このことから、その応動を評価するために、細かな時間粒度で取得したデータで
事前審査、アセスメントを行っており、また、応動の速い調整力になるに従って、より細かな時間粒度のデータを用いて
いる。

予め応動の許容範囲を設定するなどし、応動の指令への追従性を計測点毎に評価している。このことから、応動した
速度および変化量等が、指令値に対して正確に応動したかについても評価されている。

一次～二次では中間点を設定しているケースも確認された。このことから、応動が速い商品になればなるほど、評価ポ
イントを増やすなどして応動中の挙動も細かく規律を設けて管理し、評価していることが分かる。

 これら海外事例からも、一次～三次①の応動評価は事前審査、アセスメントともに「調整力型」の考え方とし、指令
に対する追従性をより細かな粒度で確認するという考え方は、妥当であると言えるのではないか。

 こうした点も踏まえ、三次①の応動に係る事前審査およびアセスメント等について、次回以降の本小委にて詳細に検
討していく。



27
（参考）海外における商品と日本の需給調整市場の仕様比較

日本 イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO
需給調整市場

三次①

National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 
Reserve（FRR）※1

Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

応動時間 15分※2 4分 5分 13分/9分 10分

継続時間
商品ブロック時間

（3時間）
15分 30秒～15分 2時間 30分

リソースタイプ 発電/需要 発電/需要 発電/需要 発電/需要 発電/需要

計測地点 受電点 不明
受電点/機器個別

(合意された計測ポイント地点)
受電点 受電点

【三次①に相当する海外商品】

日本 イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO
需給調整市場

一次

National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary Control 

Reserve
Primary Control

（FCR）
Regulation

応動時間 10秒 10秒/30秒 30秒 30秒 5分

継続時間 5分以上※2 20秒/30分/∞ 0～15分 15分 ー

リソースタイプ 発電/需要 発電/需要 発電/需要 発電/需要 発電/需要

計測地点 受電点 機器個別
受電点/機器個別

(合意された計測ポイント地点)
受電点

受電点/機器個別
(選択制)

【一次～二次に相当する海外商品】

※2：沖縄エリアはエリア固有事情を踏まえて個別に設定。

※1: ドイツにおいてTertiary Control Reserveは代替予備力(RR)であるため、周波数回復予備力(FRR)であるSecondary Control Reserveについて調査を実施。
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（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（三次①相当）

 諸外国の需給調整市場における三次①相当の商品に関する海外事例調査結果は以下の通り。

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 
Reserve（FRR）

Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

応
動
評
価

評価
方法

事
前
審
査

• 不明 • 応動時間と継続時間を評価
• 変動領域(5分)および固定領

域(5分)を全点確認し、実出
力(実績値)が指令値から一
定の許容範囲内に滞在してい
る率を確認する

• 試験発動において、契約量以
上の調整電力が供出できてい
ることを10分コマ毎に全点確
認する

• 試験発動において、契約量以
上の調整電力が供出できてい
ることを1分毎に全点確認し、
5分毎に確認する

アセスメ
ント

• 不明 • 応動時間と継続時間を評価
• 落札期間中の全点を確認し、

実出力(実績値)が指令値か
ら一定の許容範囲内に滞在し
ている率を確認する

• 調整電力が契約量に対して一
定の許容範囲以上供出でき
ていることを30分コマ毎に全点
確認する。

• DR発動待機時においては、使
用電力が契約値に対して一定
の範囲以上あることを30分コマ
毎に確認する。

• Ramp時間(10分間)の前後
での出力差が、要請量を担保
できているかを確認する。

監視間隔等

• 不明 • 1～4秒間隔で監視
• リアルタイムでTSOに送信（一

部オフラインも有り）

• 15秒間隔で監視
• リアルタイムでTSOに送信

• 1分間隔で監視
• 発電機はリアルタイムでPJMに

送信。DSRは2営業日以内に
送信
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（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（三次①相当）

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 
Reserve（FRR）

Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

応
動
評
価

応動に
対する
許容条

件

事前
審査

• 不明 • 指令値に対する応動が一定の
許容幅に収まっていること。

• 「指令値に対して一定率以
上」もしくは「指令値マイナス一
定値以上」を供出できること。

• 発動直後は要請量(100%)
以上供出できること。

• 要請量以上の供出ができてい
ること

アセス
メント

• 不明 • 「指令値に対して一定率以
上」もしくは「指令値マイナス一
定値以上」を供出できること。

• DR発動待機時においても契
約量の90%以上の使用電力
があること。

合否判
定

事前
審査

• 不明 • 全点の応動確認を行い、
95%以上の計測点で「許容
範囲(Allowed)」に収まり、か
つ残り5%の計測点も「耐えら
れる範囲(Tolerable)」に収ま
ること。

• 全4回の試験で全ての試験で
許容範囲内に収まること。

• 範囲内に収まらない場合であっ
ても、「5回中4回」、「10回中
8回」許容範囲に収まればよい。

• 要請量以上の供出ができてい
ること

アセス
メント

• 不明 • 過去一年間の連続する10回
の発動において全ての30分コ
マで成功していることを前提に、
一定の式による応動基準に適
合すること。
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（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（三次①相当）

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 

Reserve
Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ

金銭的ペナ
ルティの設
定有無

• 不明 • 有り • 有り • 有り

金銭的ペナ
ルティ発生
条件と強度

• 不明 • 逸脱の量と時間に応じてペナ
ルティが発生する。

• 継続した契約違反については
通常の10倍のペナルティが課
される

• アセスメントに合格しない場合、
30分コマ単位で
EnergyPenaltyと
ActivationPenaltyの2種の
ペナルティが課される。

• アセスメントに合格しない場合、
応動に対する報酬が支払われ
ない。

契約不履
行罰則

• 不明 • 連続した場合は認証取消しと
なる

• 不明 • 不明
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（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（一次～二次相当）

 諸外国の需給調整市場における一次～二次相当の商品に関する海外事例調査結果は以下の通り。

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary 

Control Reserve
Primary Reserve Regulation

応
動
評
価

評価
方法

事
前
審
査

• 模擬信号等に対する応動を
確認し、誤差が許容範囲内に
あることを確認する

• 応動時間と継続時間を評価
• 変動領域(90秒)と固定領域

(13分30秒)の全点確認し、
実出力(実績値)が指令値か
ら一定の許容範囲内に滞在し
ている率を確認する

• Stability(応動時間)、
Gain(出力)、Dynamic(追
従性) の3項目を評価。

• ステップテスト(15分×12)と周
波数追従テスト(8時間)の
全点において、実出力(実績
値)が、契約時に定める係数を
用いた理論値から一定の範囲
内に収まっている率を確認する。

• Accuracy(精度)、
Delay(遅延)、Precision(正
確性)をPerformance 
Scoreで点数化し評価。
10秒毎に全点計算する。

• 40分間、5分間隔で
Performance Scoreが一
定の許容点数を上回っている
かを確認する。

アセスメ
ント

• 毎月、National Gridが指定
する秒単位のデータを提出し、
契約内容と相違がないかを確
認する

• 応動時間と継続時間を評価
• 落札期間中の全点確認し、

実出力(実績値)が指令値か
ら一定の許容範囲内に滞在し
ている率を確認する

• Stability(応動時間)、
Gain(出力)、Dynamic(追
従性) の3項目を評価。

• 応動時間と追従性・出力につ
いては一定の周波数変動を起
点とした一定時間、出力につ
いては100時間/月以上の
全点において、実出力(実績
値)が、契約時に定める係数を
用いた理論値から一定の範囲
内に収まっている率を確認する。

• Accuracy(精度)、
Delay(遅延)、Precision(正
確性)をPerformance 
Scoreで点数化して評価。
1分毎に全点計算する。

監視間隔等

• 1秒程度で監視 • 1～4秒間隔で監視
• リアルタイムで30秒値を送信

• 10秒間隔で監視
• リアルタイムでRTEに送信

• 10秒間隔で監視
• リアルタイムでPJMに送信。
(遅延許容時間：10秒)
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（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（一次～二次相当）

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary 

Control Reserve
Primary Reserve Regulation

応
動
評
価

応動に
対する
許容条

件

事前
審査

• 信号等に対する応動を確認し、
誤差が許容範囲内にあること

• 周波数応答目標値に対する
応動が一定の許容幅に収まっ
ていること。

• 中間点に関する応動要件を
満たしていること。

• 周波数変動に対する応動が、
リソース毎に異なる一定の許
容幅に収まっていること。

• さらに、一定規模以上の周波
数変動時には中間点に関する
応動要件を満たしていること。

• 制御信号に対する追従性を
PerformanceScoreで点数
化し、一定の点数(75%)以
上となること。

アセス
メント

合否判
定

事前
審査

• 不明 • 全点の応動確認を行い、
95%以上の計測点で「許容
範囲(Allowed)」に収まり、か
つ残り5%の計測点も「耐えら
れる範囲(Tolerable)」に収ま
ること。

• Stability(応動時間)および
Dynamic(追従性)では、
75%以上の計測点で許容範
囲に収まっていること。

• Gain(出力)では、許容範囲
を逸脱する計測点が10%未
満となること。

• PerformanceScoreが許容
点数を上回っていること。

アセス
メント

• 不明
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（参考）諸外国の需給調整市場における事前審査およびアセスメント（一次～二次相当）

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary 

Control Reserve
Primary Reserve Regulation

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ

金銭的ペナ
ルティの設
定有無

• 有り • 有り • 有り • 有り

金銭的ペナ
ルティ発生
条件と強度

• 期間中の実績の最大値/契約
値で支払いの控除率(ペナル
ティ)が決定される。

• 逸脱の量と時間に応じてペナル
ティが発生する。

• 継続した契約違反については
通常の10倍のペナルティが課さ
れる

• Stability(応動時間)および
Dynamic(追従性)では、直
近1年間で3回以上逸脱した
場合、契約調整電力が33%
減少する。

• Gain(出力)では、許容範囲を
逸脱する率により契約調整電
力が減少。

• Performance Scoreが
25%未満の場合、その間の報
酬を得ることができない。

契約不履
行罰則

• 不明 • 連続した場合は認証取消しと
なる

• RTEは実績評価に基づき、警
告、認定の取り消し等を行うこ
とができる。

• Performance Scoreの過去
平均値が40%に満たない場
合は失格となり、再度事前審
査を受け合格する必要がある。

逸脱率 減少率
10%未満 0%
10～30% 50%
30%超過 100%

評価(実績の最
大値/契約値)

控除率

10%以下 100%
10～60% 50%
60～95% 25%
95%以上 0%
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FCR（一次相当） aFRR（二次相当） mFRR（三次相当）

イ
メ
ー
ジ
図

（参考）ドイツの需給調整市場における事前審査・アセスメントの例

 一次から三次のいずれの商品においても、指令信号の受信前、出力変化中および出力変化後の各時間に対し、指
令値から一定の許容範囲内に実出力（実績値）が滞在している率を確認している。

 全点の応動確認を行い、95%以上の計測点が「許容範囲(Allowed)」に収まり、かつ残り5%の計測点も「最大
許容範囲(Tolerable)」に収まる必要がある。

：Allowed 範囲(許容範囲)。評価点の95％以上がこの範囲に収まる必要がある
凡
例 ：Tolerable 範囲(最大許容範囲)。評価点のうちAllowedから外れた残りの5％もこの範囲に収まる必要がある

：実績値

出所）REGELLEISTUNG.NET,Präqualifikationsverfahren für Regelreserveanbieter (FCR, aFRR, mFRR) in Deutschland (“PQ-Bedingungen”),2019をもとに作成
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（参考）中間点等による規律の必要性

出所）第14回 需給調整市場検討小委員会（2019.11.5）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html
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（参考）中間点の例（フランス）

出所）第20回調整力の細分化および広域調達の技術的検討に関する作業会（2019.2.8）資料2-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2018/chousei_sagyokai_20_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2018/chousei_sagyokai_20_haifu.html
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余白
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1. 三次②の考え方の振り返り

2. 三次②との違いを踏まえた一次～三次①の事前審査および
アセスメントの考え方について

3. 一次～三次①の応動評価における基準値の考え方について

4. 複数商品のアセスメントに係る課題について

5. まとめ

目次



39一次～三次①の応動評価における基準値等について

 調整力の応動評価にあたり、DSRには発電計画等の計画値が無いため、その供出量は「調整力を供出しなかった場
合の需要（なかりせば需要）」と「調整力供出後の実需要」の差分を評価することになる。このため、DSRの応動評
価においては、何らかの「なかりせば需要」を基準値として定める必要がある。

 基準値からの変化量を評価することになるため、アグリゲーターは基準値からの変化量を都度計測しながら需要を制御
していくと考えられる。そのため、基準値が適正でない場合、本来、誤差の解消のために期待していた変化量を得ること
ができない可能性もあることから、周波数を一致させるという安定供給の観点においても、基準値は重要な項目である
と言える。

 また、応動の速い商品になるほど、現在時点における需給状態からのきめ細やかな応動が要求されることから、基準値
は、より指令時点の実需要に近い値である必要がある。

 これらのことから、基準値の考え方についても、調整力の特徴によって差をつけて検討する必要があると考えられる。



40（参考）制御の手法による基準の考え方の違い

 二次②～三次①では数分先を予測して制御を行うのに対し、一次～二次①のような高速の商品では指令時点での
周波数変動（需給の差）を受けて制御している。

出所）第14回需給調整市場検討小委員会（2019.11.5）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html


41海外事例を踏まえた一次～三次①に関する基準値に関する方向性

 一次～三次①に関する詳細検討にあたり、これらに相当する商品について、先行する海外市場における事前審査お
よびアセスメントに関する調査を行った。海外事例からは、商品の特性に応じて基準値の考え方に違いを設けているこ
とが分かる。主な内容は以下の通り。

 三次①相当の商品では、いずれの国においても基準値を設定していることが確認できる。また、その基準値は複数の
選択肢を用意している国もあるものの、全ての国において調整力の発動直近の実需要を採用する「直前計測型」を
採用している。これより、現在の需給状況からの変化を評価することができる基準値を、出力変化が行われる前にあ
らかじめ設定していることが分かる。

 さらに、一次～二次になると、あらかじめ基準値を定めることはせず、出力変化が行われる前後の需要実績から移動
平均を算出した数値を用いて応動評価している例も見られ、応動の速い商品になればなるほど、よりその瞬間の需
要値からの変化量を確認していることが分かる。

 これらを踏まえると、一次～三次①の応動評価に用いる基準値については、各商品の機能、目的に応じて設定する
必要があり、実需要からの変化量を確認できるものとする必要があるのではないか。

 こうした海外事例も踏まえ、三次①の応動に係る基準値について、次回以降詳細に検討していく。
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イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品
Firm Frequency

Reserve
Primary 

Control Reserve
Primary Reserve Regulation

基準の
有無

• あり • 不明 • あり • 不明

設定
方法

• 発動前の平均出力
（直前計測型）

• 不明 • その瞬間の需要実績から移動
平均を取ったものを基準に応動
評価

• 不明

（参考）諸外国の需給調整市場における基準点の設定方法

 諸外国の需給調整市場における三次①および一次～二次相当の商品に関する海外事例調査結果は以下の通り。

イギリス ドイツ フランス アメリカ

対象TSO National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT
RTE PJM

商品 Fast Reserve
Secondary Control 

Reserve
Fast Reserve
（ｍFRR）

Synchronized
Reserve

基準の
設定

• 不明 • あり • あり • あり

設定
方法

• 不明 • 指令時点の消費電力を基準値
とする（直前計測型）

• 複数の手法を選択可能。
・直前計測型
・事前予測型
・過去統計型

• 応動直前の出力値を基準値と
する。(直前計測型)

【三次①に相当する海外商品】

【一次～二次に相当する海外商品】
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（参考）ベースラインの算出手法例（フランスの三次の例）

出所）RTE提供資料より作成

直前計測型 過去統計型 事前予測型

特徴

• 直前30分間の需要の平均値を
基準値に設定。

• 連続して発動する場合、最初の
動作の直前負荷を元に算出。

• 過去の需要実績等を用いて基準
値を設定。

• 反復的で一定の規則に沿った動
きの需要家に適する。

• 過去データは、直近10日間や直
前４週間の同曜日等、複数の方
法が存在。

• 応動時間中の「なかりせば需要」
をリソース側が事前に予測し、
RTEに基準値を送信。

• 予測値は発動日前日16:30迄
に10分毎の予測値を提出。

イメージ図

基準値 ：
実績値 ：
応動時間：

凡
例

基準値 ：
実績値 ：
応動時間：

凡
例

 事前予測型も前日に提出であることから、需要の動きはある程度安定していてあらかじめその水準が想定できる需
要家（フランスは受電点計測）を選択してDRを行っていることが推察される。過去統計型も反復的で一定の規
則に沿った動きの需要家な需要家を想定しており、同様に需要の動きはある程度安定している需要家を選択して
いることが推察される。

 調整力であることから制御を精度よく行うためには、需要の動きはある程度安定している需要家をリソースとして選
択することが前提として設計されていると推察される。

基準値 ：
実績値 ：
応動時間：

凡
例



44（参考）応動の評価における基準の考え方について

 需給調整市場の各商品における必要量を整理した際、一次～二次①では変動周期成分ごとの瞬間的な変化量を
基に算定した一方、二次②～三次①では一定の時間における変化量を基に算定しており、これは基準の考え方ともお
よそ合致している。

出所）第14回需給調整市場検討小委員会（2019.11.5）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html
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2. 三次②との違いを踏まえた一次～三次①の事前審査および
アセスメントの考え方について
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47三次①の市場開設の時点で想定される課題

 2021年度に三次②の市場開設が予定されていることから、三次①の市場開設時点では、複数の商品が併存する
状況となる。

 その際、一例として、発電機において、前週に三次①で落札された発電機が、前々日の再エネ出力予測値通知後
に発電計画を見直したことで生まれた発電余力を三次②に応札することにより、同じ発電機が三次①と三次②の両
商品に同時に落札されるケースが考えられる。

 第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）において、一般送配電事
業者より、同じリソースで三次①と三次②に同時に落札された場合に、中給からの指令の出し方の制約があること、
アセスメントにおいて考慮すべき課題があること、アグリゲートされたリソースである場合にはパターン（需要家群）の管
理に課題があることなどが示されたため、その内容を報告する。



48

出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

三次①と三次②のいずれかに単体商品として落札された場合の指令信号

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html
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出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

同じリソースが三次①と三次②に同時に落札された場合の指令信号

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html
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出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

中給システムからの指令信号

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html


51（参考）簡易指令システムが中給システムに接続可能となった場合の扱い

出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html
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出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

同じリソースが三次①と三次②に同時に落札された場合のアセスメント等に関する課題

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html
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出所）第12回 需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

同じリソースが三次①と三次②に同時に落札された場合のアセスメントⅠに関する課題

 ΔkWの落札量が三次①と三次②の複数ある場合、どちらからアセスメントⅠの評価を行うかという課題がある。

＜三次②におけるアセスメントⅠの整理＞

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html
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出所）第12回 需給調整市場検討小委員会（2019.6.27）資料3-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html

同じリソースが三次①と三次②に同時に落札された場合のアセスメントⅡに関する課題

 三次②のアセスメントは30分コマ単位で実施するとしたが、三次①と三次②を同時に約定したリソースには三次①の間
隔(数分)で信号が出される。このため、三次②に相当する分のアセスメントをどのように実施するかという課題がある。

＜三次②におけるアセスメントⅡの整理＞

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_12_haifu.html


55同じリソースが三次①と三次②に同時に落札された場合のＤＲの応札方法に係る方向性のイメージ

出所）第27回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2020.1.21）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html

 複数リソースをアグリゲートして複数商品に応札する場合、応札する商品毎に対応する能力は異なることから、パター
ン（需要家群）は異なるものになると考えられる。

 三次①での部分約定を想定すると、DSR等においても同じパターンで三次①と三次②に同時に落札されることも考
えられるが、再エネ出力予測値通知後に発電計画が大きく変わりうる発電機に比べ、こういったケースが発生すること
は限定的であると考えられる。一方、三次①のパターンが三次②のパターンを兼ねることができる場合、三次①を落札
できなかった場合に、同じパターンで三次②に応札することが考えられる。

 これらのことから、パターン管理の複雑さの観点にも配慮し、DSR等が三次①と三次②に同時に落札されることは想
定せず、三次①を落札できなかった場合に三次②に応札することを許容することとし、これを実現できるパターン管理
を検討することとしてはどうか。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2019/chousei_sagyokai_27_haifu.html


56（参考）需給調整市場におけるアセスメントのイメージ

出所）第9回 需給調整市場検討小委員会（2019.3.5）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html
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4. 複数商品のアセスメントに係る課題について

5. まとめ

目次



59まとめ

 今回、三次①に係る事前審査およびアセスメント等に関する方向性について、三次②の検討で議論した論点も含め
た上で、海外事例の調査結果等も踏まえて整理した。

 一次～三次①の応動評価は、事前審査、アセスメントともに「調整力型」の考え方となり、指令に対する追従
性を、より細かな粒度で確認する必要がある

 DSRの応動評価においては、何らかの「なかりせば需要」を基準値として定める必要がある。一次～三次①の応
動評価に用いる基準値については、各商品の機能、目的に応じて設定する必要があり、実際の需要値からの
変化量を確認できるものである必要がある

 三次①と三次②を同じリソースが同時に約定した場合に生じる課題について、中給システムから出される指令信
号等の制約も踏まえて、整理していく必要がある

 本日のご意見および、海外事例も踏まえ、次回以降、三次①の開設に向けた詳細な要件を検討していく。


